
Articles

Il significato della esistenza sulla surrogazione dell’assicuratore

Toyoki Okada ( 1 )

The stance of each political party

in Constitution Research Councils of The Lower House

and The Upper House Hiroshi Kamiwaki ( 1 )

The Assessment as for Custody and Access of the child

Province of Ontario Kohhei Murai ( 53 )

What is Accomplice Liability in Nature ?(1)
Norifumi Sakamoto ( 103 )

Case Study

Shinji Nishihara ( 89 )

………………………

…………………

…………………

…………………

……………………………………………

CONTENTS

Published by

KOBE GAKUIN HOGAKU KAI

(Kobe Gakuin Law Association)

KOBE GAKUIN UNIVERSITY

（The Law and Politics Review）

Vol. 35 No. 2 Sep. 2005

第
三
十
五
巻
第
二
号

平
成
十
七
年
九
月
二
十
日
発
行

昭
和
四
十
七
年
四
月
十
九
日
学
術
刊
行
物
認
可

神

戸

学

院

法

学

第
三
五
巻
第
二
号

(

二
〇
〇
五
年
九
月)
神
戸
学
院
大
学
法
学
会

ISSN 0386 2046

第 35 巻 第２号

巻
頭
言

論

説

請
求
権
代
位
の
存
在
意
義

保
険
に
お
け
る
損
害
概
念
の
再
考

岡

田

豊

基

(

1

)

憲
法
調
査
会
と
政
党
の
対
応

上

脇

博

之

(

�)

子
の
監
護
・
面
接
を
め
ぐ
る
評
価
（
ア
セ
ス
メ
ン
ト)

カ
ナ
ダ
・
オ
ン
タ
リ
オ
州
に
つ
い
て

村

井

衡

平

(

�
�)

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
共
犯
責
任
の
本
質(

一)

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
共
犯
判
例
を
比
較
対
象
と
し
た

派
生
的
責
任
の
分
析

坂

本

学

史

(

103

)

判
例
研
究

瑕
疵
担
保
免
責
特
約
と
民
法
五
七
二
条
の
類
推
適
用西

原

慎

治

(

�
�)

…
…

…
…
…
…
…
…
…

…
…

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

2 0 0 5 年９月

神 戸 学 院 大 学 法 学 会


